
公 安 委 員 会 資 料 

令 和 ７ 年 ８ 月 20 日 

警 務 部 監 察 官 室 

 

部外功労者表彰（関東管区警察局長感謝状）被表彰者の決定について 

項  目 内    容 

表 彰 の 概 要
   多年にわたり、警察活動に協力し、功労があると認められる警察

部外の者又は団体に対して、関東管区警察局長が授与するもの。 

決 定 月 日 令和７年７月 24 日 

被 表 彰 者 

 
○ 交通警察活動協力功労   

    住所 新発田市大手町２丁目 

  ふくしま まさき 

  福嶌 正樹 氏 

  役職 （一財）新発田地区交通安全協会評議員  

  職業 会社役員（福島印刷株式会社） 

 

○ 刑事警察活動協力功労    

    住所 糸魚川市大字能生 

  むろかわ さとし 

  室川 諭 氏 

  役職 新潟県警察嘱託医 

  職業 医師 
 

功 労 概 要
 

           

 
○ 福嶌 正樹 氏 （交通警察活動協力功労）   

  昭和 31 年 7 月に新発田地区交通安全協会交通指導員に、昭和

38 年５月から同協会猿橋支部幹事長、昭和 45 年６月から同協会

猿橋支部監事、昭和 53 年６月から同協会猿橋支部副支部長、平

成２年５月から同協会理事、平成 22 年６月から同協会評議員に

就任された。 

69 年間という長きにわたり、児童の交通安全教室を始め、各種

の交通安全活動へ積極的に取り組み、交通安全意識の高揚及び交

通事故防止に多大な貢献をされている。 

 

○ 室川 諭 氏 （刑事警察活動協力功労）    

  平成４年４月に糸魚川警察署の警察嘱託医に委嘱され、以来 33

年間の長きにわたり、休日昼夜を問わず、各種事件事故に係る死

体検案に積極的に従事されている。 

検死現場においては、豊富な知識と経験に基づいた死因究明を

実践し、現場捜査員に対しても知識を還元して捜査員の能力向上

に努める等、検視業務に多大な貢献をされている。 
 

備     考
 管区内表彰数 個人 26  

伝達式は、8 月 19 日に実施 
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公 安 委 員 会 説 明 資 料 

令 和 ７ 年 ８ 月 2 0 日 

生活安全部生活安全企画課 

 

「詐欺撃退アプリキャンペーン」の実施について 

目 的 

特殊詐欺被害の多くに国際電話番号が悪用されている現状を踏ま

え、国際電話番号からの着信を「仕組み」で防ぐことが急務であるこ

とから、トレンドマイクロ株式会社の協力を得て、同社の詐欺電話・

ネット詐欺対策専用アプリ「トレンドマイクロ詐欺バスター」の無料

体験クーポンを配布する詐欺撃退アプリキャンペーンを実施するも

の。 

また、本キャンペーンの開始に合わせ、開始式を開催する。 

実 施 期 間 令和７年８月27日（水）から12月31日（水）までの間 

キ ャ ン ペ ー ン の 

概 要 

 国際電話番号を注意喚起するチラシに、同チラシ閲覧者のみが利用

可能となるクーポンを発行するもの。 

クーポンは、クーポンを使用した日から90日間利用可能となる。 

開 始 式 の 概 要 

(1) 日時・場所 

  令和７年８月27日（水）午前11時から 

  警察本部３階 特別会議室 

(2) 出席者 

 ○ トレンドマイクロ株式会社 

   コンシューマビジネス統括シニアディレクター 徳永 信幸氏 

 ○ 新潟県警察 

生活安全部長 小森 也寸志 

(3) 次第 

 ○ 開会 

 ○ クーポン寄贈 

 ○ 挨拶 

・生活安全部長 

・トレンドマイクロ株式会社コンシューマ統括シニアディレクター 

 ○ 閉会 

そ の 他 作成したチラシを添付する。 
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公 安委 員会説 明資 料 

令 和 ７ 年 ８ 月 2 0日 

交 通 部 交 通 指 導 課 

 

項 目 内      容 

 

事 業 目 的 
 

【警察庁が実施するモデル事業】 
交通指導取締りにおいてウェアラブルカメラを活用し、警察官の職務執行

状況を記録するとともに、現に行われた道路交通法違反等の状況を記録する
ことについて、その効果及び課題を把握することを目的とする。 

実 施 期 間 
実施警察署 

令和７年９月１日～令和８年２月28日【６か月間】 
新潟西警察署・村上警察署・三条警察署【３署】    

 
 
 
 
 
 

撮 影 要 領 
 
 
 
 
 
 

【撮影場面】 
公道上における交通指導取締りの状況を撮影 

【撮影方法】 
○ 交通指導取締りの開始時にカメラの電源を 
入れ、録画ボタンを押下して撮影を開始 

○ 交通指導取締りの終了時に録画ボタンを押下 
して撮影を終了し、カメラの電源を切る 

【撮影の中断】 
○ 交通指導取締り中に交通切符等の書類を作成する場合 
○ 撮影を継続することにより、職務の執行に支障が生じると認めた場合 
【撮影の周知】 
○ 撮影中であることを示すランプの表示 
○ カメラ本体に「点滅時撮影中」等と記載したテープの貼り付け 

 
利 用 目 的 

 

 交通指導取締りにおける警察官の職務執行状況の事後的な確認 
 適正な交通指導取締りの確保 
 現に道路交通法違反等の行為が行われた場合における証拠の保全 

 
 

複 製 要 件 
(活用目的) 

 
 

  警察官の職務執行に対する苦情等の紛議に際し、当該職務執行状況を  
明らかにするための資料として活用することが見込まれるもの 

  警察官の受傷事故防止又は適正な交通指導取締りに係る部内における
資料として活用することが見込まれるもの 

  現に行われた道路交通法違反等の行為に係る証拠物件又は捜査資料と
して活用することが見込まれるもの 

 その他利用目的に資する資料として活用することが見込まれるもの 

 
 

 
映 像 管 理 

 
 
 

【利用制限】原則、警部補以上の者が映像を取り扱う 
【保存期間】３か月間（※署長の承認を得て消去） 
【記録点検】交通課長が映像の管理状況を記録、署長に報告 
【複 製 等】○ 交通課長が複製要件の該当性を署長に報告 

○ 必要に応じて交通課長が署長の承認を得て、違反者に映像
を視聴させる 

※       個人特定につながるなど、視聴に不適切な場面がある場合
は、交通課長が署長の承認を得て、必要な加工を行う 

 
広報・報告 

 

○ 撮影の目的等について、県警察ホームページ等により事前広報する 
○ カメラの活用状況等について、モデル事業終了後速やかに、本県公安委
員会に報告するとともに、県警察ホームページで公表する 

 ・縦8.5cm×横5.6cm×幅3.0cm 

・バッテリー及びメモリ内蔵型 

・専用マウントで胸部に固定し装着 

交通指導取締りにおけるウェアラブルカメラの活用に関するモデル事業の実施について 

 ※カメラは計６式配備 
(１署につき２式) 
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サイクルポリスの体制強化について 

項   目 内       容 

趣   旨 

 今春、交通機動隊員５名（交通機動隊本隊機動支援係）を自転車対

策部隊「サイクルポリス」に指定し、各署と連携して街頭における広

報啓発活動等を推進してきたところであるが、遠距離のため派遣が困

難であったり、派遣要請が重複したりと十分な対応ができない状態で

あることや、令和８年４月の自転車交通違反者に対する交通反則通告

制度の施行を見据え、自転車の交通ルールの周知を一層推進する必要

があることから、サイクルポリス指定者を増員し、体制を強化するこ

ととした。 

体制を強化することにより、県民に対する自転車交通ルール周知が

より一層期待できる。 

実 施 時 期 令和７年９月１日(月) 追加指定 

体   制 

【現体制】令和７年８月 31 日(日)まで 

 交通機動隊 本隊機動支援係５名・自転車３台 

   ↓ 

【体制強化後】令和７年９月１日(月)以降 

 交通機動隊 本隊機動支援係５名・自転車３台 

       長岡方面隊  ５名・自転車２台 

       上越方面隊  ３名・自転車２台 

                                                                       計 13 名・自転車７台 

今後の取組 

１ ９月１日以降、各署の派遣要請に対し、下越地区は本隊、中越地

区は長岡方面隊、上越地区は上越方面隊が基本的に対応し、自転車

の安全利用及びヘルメット着用促進等の広報啓発及び街頭指導活動

の強化を図る。 

２ 追加指定者の指定式及び出発式は実施しない。 

３ ９月 19 日（金）開催の「秋の全国交通安全運動新潟県出動式」に

おいて、追加人員を含めたサイクルポリスによる広報啓発を予定し

ている。 

 

公安委員会説明資料 

令和７年８月 2 0 日 

交 通 部 交 通 企 画 課 
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●県内(７月中) (累計) ●全国死者数(累計)

死 者 数 の
年 別 推 移

公 安 委 員 会 説 明 資 料
令 和 ７ 年 ８ 月 20 日
交 通 部 交 通 企 画 課

令和７年７月末現在の交通事故発生概況等について

交 通 事 故
発 生 状 況

○　夏の交通事故防止運動期間中の交通事故発生状況（7/22～7/31）　　　　

月 別
発 生 件 数
死 者 数

令 和 ７ 年
７ 月 中 の
死 亡 事 故
発 生 状 況

参 考
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【
死
者
数(

人)

】
【
発
生
件
数(

件)

】
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年間死者数 各年７月末現在

全国

死者数 1,346
高齢者 763
構成率 56.7%

-63

-17

+1.3p

-4.5%

-2.2%

対前年比
増減数 増減率

高齢者 3 +3 -

負傷者数 236 +10 +4.4%

構成率 75.0% +75.0p

県内

+3 +300.0%死者数 4

増減数 増減率
対前年比

発生件数 209 +7 +3.5%

重傷者 40
構成率 16.9%

+10 +33.3%

+3.6p

-9.7%

-3.4p

-3

増減数

-123 -8.3%
増減率

対前年比

-135 -8.0%

高齢者 18 -3 -14.3%

構成率 64.3%

発生件数 1,362

県内

死者数 28

1,554
重傷者 275

負傷者数

構成率 17.7%

-11

+0.8p

-3.8%

・ 特定事故の発生件数は、高齢者事故以外はいずれも前年より

増加し、死者は高齢者事故であった。
・ 発生件数、死者数、負傷者数は

いずれも前年より増加した。

●主な取組

●事故発生状況 ●特定事故発生状況

交通安全祈願式及び出発式

【上越署】

増減数 増減率

81 +9 +12.5%
1 +1 -

89 +1 +1.1%
重傷者 11 ±0 ±0.0%

負傷者数

発生件数

死 者 数

区分＼年 令和７年
対 前 年 比

【見附署】

飲食店訪問の実施

【新潟西署】

街頭指導所の実施

月日 曜日 時間 発生地 路 線 事故概要

7月7日 月 10:46 湯沢町 国道 68歳男性運転の軽乗用車が自転車で転倒した63歳男性に衝突。

7月7日 月 14:03 佐渡市 県道 32歳男性運転の軽乗用車と78歳女性運転の軽乗用車が衝突。

7月11日 金 13:58 長岡市 市道 88歳男性運転の軽貨物車が路外逸脱し、崖下へ転落。

7月22日 火 9:55 胎内市 国道 85歳男性運転の軽貨物車と50歳男性運転の大型貨物車が衝突。

※死者はゴシック体太字、網掛けは高齢者

こども事故 高齢者事故
増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率

8 +2 +33.3% 31 ±0 ±0.0% 11 +6 +120.0% 10 +1 +11.1%
0 ±0 - 1 +1 - 0 ±0 - 0 ±0 -
8 +2 +33.3% 11 -6 -35.3% 11 +6 +120.0% 10 ±0 ±0.0%

重傷者 1 -2 -66.7% 1 -2 -66.7% 3 ±0 - 1 -1 -50.0%

特定事故 歩行者事故 自転車事故

区分

発生件数

死 者 数

負傷者数
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 陸上自衛隊高田駐屯地に係る「小型無人機等飛行禁止法対象施設指定」について 

項  目 内  容 

概 要 等 

１ 法の概要 

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関す

る法律（通称：小型無人機等飛行禁止法、以下「法」とする）では、外国公

館等、空港、防衛関係施設（自衛隊・米軍）、原子力事業所などの特定施設

を「対象施設」として指定し、対象施設の敷地・区域の上空（通称：レッド

ゾーン）及び対象施設周囲概ね300ｍ地域の上空（通称：イエローゾーン）

におけるドローンの飛行を原則禁止することができる。 

   指定権者 外国公館等：外務大臣／対象空港：国土交通大臣 

対象防衛関係施設：防衛大臣／対象原子力事業所：国家公安委員長 等 

２ 飛行禁止の適用除外 

対象施設管理者自身や施設管理者等から同意を得た者等によるドローン

の飛行など、一定条件下では適用除外として飛行が認められるが、対象施設

を管轄する都道府県公安委員会に対し、あらかじめ通報（事前通報）する必

要がある（管轄警察署長経由、署窓口又はオンライン）。 

３ 安全の確保のための措置 

法では、警察官に対して「違法飛行ドローンの操縦者に対する退去や飛行

中止の措置命令」や「危険を防止するためにやむを得ない限度での飛行の妨

害や機器の破損」など、「安全の確保のための措置（安全確保措置）」に関す

る権限が付与されている。 

また、対象施設である自衛隊施設を警護する「施設警護自衛官」に対して

も、一定条件下で警察官と同様の安全確保措置権限が付与されている。 

４ 罰則 

  対象施設及び指定敷地等上空における飛行禁止違反、措置命令違反 

 １年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 

現状及び 

新規指定 

令和７年７月31日まで、県内６施設が対象施設として指定済のところ、防

衛省では、陸上自衛隊高田駐屯地を「対象防衛関係施設」として新たに指定

し、高田駐屯地周辺におけるドローン飛行は原則禁止となった。 

施行（規制開始）：８月１日 

【指定済６施設】 

   対象防衛関係施設 ５（情通本部小舟渡通信所、陸自新発田駐屯地、空自新潟分屯基地、 

海自新潟基地分遣隊、空自佐渡分屯基地） 

   対象原子力事業所 １（柏崎刈羽原子力発電所） 

 

公 安 委 員 会 説 明 資料 

令 和 ７ 年 ８ 月 2 0日 

警 備 部 警 備 第 二 課 
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